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教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
事
務
委
任
及
び
臨
時
代
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
三
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
１

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
・
教
育
庁
総

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
・
教
育
庁

総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

◯
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
・
幼
児
・
養
護
教
育
課
）
…
…
16

◯
教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
16

◯
秋
田
県
立
中
学
校
管
理
規
則
（
九
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

教
育
委
員
会
訓
令

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
・
教
育
庁
総

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25

◯
秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
二
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
25

◯
秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
三
・
教

育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
27

◯
秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
四
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
28

◯
秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
五
・
教
育
庁
総
務

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
28

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
六
・
教
育
庁
総
務

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
28

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
七
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
28

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
分
限
・
懲
戒
処
分
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
八
・
教
育

庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
給
与
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
九
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
29

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
研
修
計
画
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
〇
・
義
務
教
育

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
生
徒
指
導
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
一
・
義
務
教
育

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
教
員
採
用
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
一
二
・
高
校
教
育

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
30

秋
田
県
教
育
委
員
会
の
事
務
委
任
及
び
臨
時
代
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
の
事
務
委
任
及
び
臨
時
代
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

秋
田
県
教
育
委
員
会
の
事
務
委
任
及
び
臨
時
代
理
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
九
号
中
「
公
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
公
立
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
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│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　
幼
保
推
進
課

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、

第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１

ペ
ー
ジ

教

育

委

員

会

規

則
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五
　
特
別
支
援
教
育
課
　

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

十
八
　
育
英
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
幼
保
推
進
課
の
分
掌
事
務
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
幼
児
・
養
護
教
育

課
」
を
「
幼
保
推
進
課
」
に
改
め
、
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七

号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
二
号
と
し
、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
及

び
特
殊
教
育
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
及
び
特
殊
教
育
」
を
削

り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
県
立
特
殊
教
育
学
校
、
特
殊
学
級
及
び
」
を

削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
か
ら
同
条

第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
　
公
立
幼
稚
園
及
び
保
育
所
の
整
備
及
び
運
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
保
育
士
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
一
号
中
「
市
町
村
立
小
中
学
校
」
の
下
に
「
（
組
合
立
小
中
学
校
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
県
費
負
担
教
職
員
」
を
「
並
び
に
県
費
負
担
教
職
員
及

び
県
立
中
学
校
の
教
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
進
路
指
導
」
の
下
に
「
並
び
に
県
立
中
学

校
の
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
進
路
指
導
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
五
号
を
第
十
七

号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

十
四
　
教
育
職
員
の
免
許
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
条
第
八
号
中
「
市
町
村
立
小
中
学
校
」
の
下
に
「
及
び
県
立
中
学
校
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第

九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
就
学
奨
励
」
の
下
に
「
並
び
に

県
立
中
学
校
の
就
学
奨
励
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六
　
小
中
学
校
教
育
の
施
策
に
係
る
企
画
、
立
案
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
県
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等

学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
公
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
公
立
高
等
学
校
」
に

改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
県
立
高
等
学
校
入
学
者
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
の
入
学

者
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
県
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
の
組
織
編
制
並
び
に
県
立
高

等
学
校
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中

「
県
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と

し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
県
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
県
立
中
学
校
の
就
学
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

特
別
支
援
教
育
課
の
分
掌
事
務
）

第
七
条
の
二

特
別
支
援
教
育
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
設
置
、
廃
止
及
び
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
教
職
員
の
定
数
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
教
職
員
の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
（
給
与
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

五
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
高
等
部
及
び
幼
稚
部
の
入
学
者
の
選
抜
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
組
織
編
制
、
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
進
路
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

七
　
市
町
村
立
小
中
学
校
の
特
殊
学
級
（
第
十
四
号
に
お
い
て
「
特
殊
学
級
」
と
い
う
。
）
の
設

置
及
び
廃
止
、
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
並
び
に
進
路
指
導
に
つ
い
て
の
指
導
及
び

助
言
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
公
立
小
中
学
校
及
び
公
立
高
等
学
校
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
の
助
言
に
関
す
る

こ
と
。

九
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
就
学
事
務
及
び
就
学
奨
励
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
特
別
支
援
教
育
の
施
策
に
係
る
企
画
、
立
案
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
特
別
支
援
教
育
に
係
る
教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
公
立
小
中
学
校
、
公
立
高
等
学
校
及
び
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
教
職
員
に
対
す
る
特
別
支

援
教
育
に
係
る
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
設
備
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
及
び
特
殊
学
級
の
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
秋
田
県
心
身
障
害
児
就
学
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
九
号
中
「
及
び
秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
」
を
「

、
秋
田
県
立
田
沢
湖

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
及
び
秋
田
県
立
武
道
館
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

第
十
二
条
第
四
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
公
立
幼
稚
園
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
の
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
四
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
　
保
育
所
の
設
置
の
認
可
、
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
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九
　
社
会
福
祉
法
人
の
認
可
、
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
北
教
育
事
務
所
鹿
角
出
張
所
の
所
管
区
域
に
係
る
前
項
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
九

号
に
掲
げ
る
事
務
は
、
北
教
育
事
務
所
が
分
掌
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

課
　
　
　

七
　
技
　
　
　
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
技
術
を
つ
か
さ
ど
る
。

室

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
中
第
十
七
号
を
削

り
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、

「
幼
児
・
養
護
教
育
課
　
　
「
義

務

教

育

課

同
表
第
十
三
号
中
　
義

務

教

育

課
　
を
　
高

校

教

育

課
　
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十

高

校

教

育

課
」

特
別
支
援
教
育
課
」

四
号
と
し
、
同
表
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十
号
中

「
幼
児
・
養
護
教
育
課
　
　
「
義

務

教

育

課

義

務

教

育

課
　
を
　
高

校

教

育

課
　
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表

高

校

教

育

課
」

特
別
支
援
教
育
課
」

「
幼

保

推

進

課

「
幼
児
・
養
護
教
育
課

義

務

教

育

課

第
九
号
中
　
義

務

教

育

課
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と

高

校

教

育

課

高

校

教

育

課
」

特
別
支
援
教
育
課
」

し
、
同
表
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第

「

室

三
号
中
「
室
」
を
　
教

育

事

務

所
　
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
表
中
第
二
号

教
育
事
務
所
出
張
所
」

を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

県
教
育
行
政
に
関
す
る
重
要
な
施
策
の
企
画
、

二
　
政
　
策
　
監
　
　
　
　
課
　
　
　
　
立
案
等
を
つ
か
さ
ど
る
。

「
幼

保

推

進

課

「
幼
児
・
養
護
教
育
課

義

務

教

育

課

第
十
五
条
第
三
項
の
表
第
十
八
号
中

義

務

教

育

課
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

高

校

教

育

課

高

校

教

育

課
」

特
別
支
援
教
育
課
」

め
、
同
号
を
同
表
第
十
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

課
　
　
　

十
八
　
文
化
財
主
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
財
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

室

第
十
五
条
第
四
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
及
び
前
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

第
三
十
条
第
一
項
の
表
第
一
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
」
に

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
」

改
め
、
同
表
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
二
号
か
ら
第
六
号

ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
三
号
中
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」

改
め
、
同
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
表
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

県
教
育
行
政
に
関
す
る
重
要
な
事
項
の
企

三
　
上

席

主

幹
　
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
　
画
、
調
査
等
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
一
節
中
第
三
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
職
給
料
表
（二）
の
適
用
範
囲
）

第
二
条
の
二

教
育
職
給
料
表
（二）
の
備
考
１
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
当
該
高
等
学
校
に
お
け
る

３
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担
任
授
業
時
間
数
が
一
週
間
に
つ
き
六
時
間
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
教
育
職
給
料
表
の
三
級
及
び
四
級
並
び
に
」
を
「
教
育
職
給
料
表

（一）
若
し
く
は
教
育
職
給
料
表
（二）
の
三
級
若
し
く
は
四
級
又
は
」
に
、
「
教
育
委
員
会
」
を
「

、
教

育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
七
項
及
び
第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
教
育
職
給
料
表
」
を
「
教
育
職
給
料
表
（一）
又

は
教
育
職
給
料
表
（二）
」
に
、
「
別
表
第
一
の
備
考
２
」
を
「
別
表
第
一
（一）
の
備
考
２
又
は
（二）
の
備
考

２
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
四
号
の
三
中
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

五
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
教
頭
」
を
「

、
教
頭
及
び
事
務
長
（
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員

会
と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
学
校
に
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
六
第
一
号
中
「
地
方
公
社
等
職
員
」
を
「
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
」
に

改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　
そ
の
退
職
又
は
失
職
の
後
基
準
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
者
（
常
勤
で
あ
る
者
に

あ
つ
て
は
臨
時
的
任
用
職
員
以
外
の
職
員
、
非
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
限
る
。
）
と
な
つ
た
者

イ
　
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ロ
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ハ
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ニ
　
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
の

う
ち
教
育
委
員
会
が
定
め
る
者

第
六
十
七
条
の
二
第
三
号
ハ
中
「
イ
及
び
ロ
」
を
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
」
に
改
め
、
同

号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
　
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
（
前
号
ニ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

第
六
十
七
条
の
六
第
二
項
第
三
号
（一）
中
「
国
立
及
び
公
立
の
学
校
の
事
務
職
員
の
休
職
の
特
例
に

関
す
る
法
律
」
を
「
公
立
の
学
校
の
事
務
職
員
の
休
職
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
七
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
第
一
項
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
算
入
す
る
。

一
　
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
（
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て

は
臨
時
的
任
用
職
員
以
外
の
職
員
、
非
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

に
限
る
。
）
が
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ

ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間

イ
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ロ
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

ハ
　
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
の
う
ち
教
育
委
員
会
が
定
め
る
者

二
　
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
（
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て

は
臨
時
的
任
用
職
員
以
外
の
職
員
、
非
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

に
限
る
。
）
が
引
き
続
き
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お

い
て
そ
れ
ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間

イ
　
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

ロ
　
退
職
派
遣
者

ハ
　
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
（
前
号
ハ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者

第
六
十
七
条
の
七
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
、
「
当
該
国
」
を
「

、
当

該
国
」
に
「
を
、
」
を
「
及
び
そ
れ
以
前
の
期
間
は
、
」
に
、
「
か
か
わ
ら
ず
」
を
「
か
か
わ
ら

ず
、
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
八
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及

び
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
中
「
イ
及
び
ロ
」
を
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
」
に
改

め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
　
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
（
第
六
十
七
条
の
二
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

第
六
十
八
条
の
三
中
「
に
規
定
す
る
支
給
割
合
」
を
「
の
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
」
に
改
め

る
。第

七
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条

条
例
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
（
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）

一
　
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
で
教
育
職
給
料
表
（一）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
（
そ
の
者
が
、
職
務
の
級
の
最
高
の

号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び

そ
の
級
の
最
高
の
号
給
と
し
、
地
公
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
別
表
第

十
五
イ
の
表
に
掲
げ
る
額

４



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

二
　
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
で
教
育
職
給
料
表
（二）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
に
対
応
す
る
別
表
第
十
五
ロ
の
表
に

掲
げ
る
額

「

別
表
第
一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、
同
表
に

」

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

ロ　教育職給料表（二）級別標準職務表

職務の級

１　　級

２　　級

３　　級

４　　級

標　準　的　な　職　務

助教諭、養護助教諭又は講師の職務

教諭又は養護教諭の職務

教頭の職務

校長の職務

職
務
の
級
　
　
　
　
　
　
標
　
準
　
的
　
な
　
職
　
務
　
　
　
　

職
務
の
級
　
　
　
　
　
　
標
　
準
　
的
　
な
　
職
　
務
　
　
　
　

イ
　
教
育
職
給
料
表
（
一
）
級
別
標
準
職
務
表



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

「

別
表
第
三
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、
同
表
に

」

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６

職
　
務
　
の
　
級

職
　
種
　
　
　
　
　
学
歴
免
許
等
　
　
　

１
　
　
級
　
２
　
　
級

職
　
務
　
の
　
級

職
　
種
　
　
　
　
　
学
歴
免
許
等
　
　
　

１
　
　
級
　
２
　
　
級

イ
　
教
育
職
給
料
表
（
一
）
級
別
資
格
基
準
表



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

７

職　　　　　　種 学　歴　免　許　等

校　　　　　　　　　　　長

大 学 卒

０

短 大 卒

備考

１　この表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表□級別資格基準表の備考の規定を適

用する。

２　教諭のうち教育職員免許法（昭和24年法律第147号）附則第８項の規定により高等学校教諭の１種免許状を授

与された者（教育職員免許法等の一部を改正する法律（昭和63年法律第106号）による改正前の教育職員免許法

附則第10項の規定により高等学校教諭２級普通免許状を授与された者を含む。）に対する学歴免許等欄の学歴免

許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級２級

欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、１年とする。

０

教　　　　　　　　　　　頭

大 学 卒

０

短 大 卒

０

助　　　　　教　　　　　諭

養　　護　　助　　教　　諭

講　　　　　　　　　　　師

大 学 卒 別に定める

別に定める

別に定める

短 大 卒

高 校 卒

教　　　　　　　　　　　諭

養　　　護　　　教　　　諭

大 学 卒

０

短 大 卒

2.5

2.5

職　　　務　　　の　　　級

１　　　級 ２　　　級

ロ　教育職給料表□級別資格基準表

（一）

（二）

0

0

0

0



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

別
表
第
八
イ
中
「

」
を
「

」

に
改
め
、
同
表
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８

教
育
職
給
料
表
（
一
）
初
任
給
基
準
表

ロ　教育職給料表（二）初任給基準表

職　　　種

教　　　諭

養 護 教 諭

助　教　諭

養護助教諭

講　　　師

学歴免許等

博士課程修了

修士課程修了

大　学　卒

短　大　卒

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

初　任　給

２級９号給

２級５号給

２級２号給

１級４号給

１級７号給

１級４号給

１級２号給

備考

この表の適用を受ける職員に第17条第１項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職

給料表（一）初任給基準表の備考の規定を適用する。

教
育
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表



「

「

別
表
第
九
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め

」

」

る
。

「

別
表
第
十
中
　

「
を

」

」

に
改
め
る
。

「

別
表
第
十
の
四
中
「

」
を
「

」
に
、

「
を

」

に
、「

」
を
「

」

」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

９

職
務
の
級
　
　
　
　
　
　

の
級
　
　
　
　
　
　
調
　
整
　
基
　
本
　
額
　
　
　
　

イ
　
教
育
職
給
料
表
（
一
）調
整

ロ　教育職給料表（二）調整基本額表

職務の級

１　　級

２　　級

３　　級

４　　級

調　　　　　　　整　　　　　　　基　　　　　　　本　　　　　　　額

9,300円。ただし、２号給6,633円、３号給6,912円、４号給7,236円、５号給7,591円、６号

給7,996円、７号給8,446円、８号給8,743円、９号給9,045円

11,700円。ただし、２号給8,599円、３号給8,910円、４号給9,225円、５号給9,558円、６号

給9,913円、７号給10,408円、８号給10,926円、９号給11,448円

12,700円（条例別表第一（二）の備考２に定める職員にあつては、13,000円）

14,100円

行
政
職
給
料
表

教
育
職
給
料
表

４
級

３
級

教
育
職
給
料
表（
一
）

教
育
職
給
料
表（
二
）

行
政
職
給
料
表

３
級

３
級

４
級

教
育
職
給
料
表
調
整
基
本
額
表

調
整
基
本
額
表

教
育
職
給
料
表

13号
給

25号
給

14号
給

教
育
職
給
料
表
（
一
）

教
育
職
給
料
表
（
二
）

13 号
給

13号
給

25号
給

23号
給

14号
給

11号
給

職
務

調
　
整
　
基
　
本
　
額
　
　
　
　

基
本
額
表

条
例
別
表
第
一
の
備
考
２

条
例
別
表
第
一

（
一
）の
備
考
２



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

「

別
表
第
十
の
五
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

「

保
呂
羽
小
学
校
　
平

別
表
第
十
三
の
一
級
地
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
一
日
指
定
）
の
項
中
　
　
田

代

小

学

校
　
雄

上
到
米
小
学
校
　
〃

鹿
郡
大
森
町
　

「

勝
郡
羽
後
町
　
　
　
を
　
　
保
呂
羽
小
学
校
　
平
鹿
郡
大
森
町
　
　
　
に
改
め
、
同
表
二
級
地

」

〃

」

（
昭
和
四
十
七
年
五
月
一
日
指
定
）
の
項
を
削
り
、
同
表
二
級
地
（
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
）

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

大
沢
郷
小
学
校
　
仙
北
郡
西
仙
北

別
表
第
十
三
の
三
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
の
項
中

田

沢

小

学

校
　
〃
　
　
田
沢
湖

「

町
　
　
　
「

西
　
中
　
学
　
校
　
仙
北
郡

を
　
　
大
沢
郷
小
学
校
　
仙
北
郡
西
仙
北
町
　
　
に
、

町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

田

沢

中

学

校
　
〃

」

西
仙
北
町
　
　
　
「

を
　
　
西
　
中
　
学
　
校
　
仙
北
郡
西
仙
北
町
　
　
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

田
沢
湖
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

」

加
え
る
。

別
表
第
十
三
の
五
昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
指
定
の
項
を
削
る
。

10

教
　
頭

給
料
月
額
に
1
0
0
分
の
1
0
（
県
の
教
育
委
員
会
が

県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
教
頭
に

あ
つ
て
は
1
0
0
分
の
1
2
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
額
に
１
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額
）

教
　
頭

事
務
長

（
県
の
教
育

委
員
会
が
県

の
人
事
委
員

会
と
協
議
し

て
別
に
定
め

る
学
校
に
勤

務
す
る
者
に

限
る
。
）

給
料
月
額
に
1
0
0
分
の
1
0
（
県
の
教
育
委
員
会
が

県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
別
に
定
め
る
教
頭

に
あ
つ
て
は
1
0
0
分
の
1
2
）
を
乗
じ
て
得
た
額

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
額

に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
た
額
）

給
料
月
額
に
1
0
0
分
の
1
0
を
乗
じ
て
得
た
額
（
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
額
に
１

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）

平
成
十
六
年

四
月
一
日
指
定

常
盤
小
学
校

常
盤
中
学
校

東
成
瀬
村
小
中
学
校

給
食
共
同
調
理
場

能
代
市

〃雄
勝
郡
東
成
瀬
村
　

二

　

級

　

地

（
平
成
十
六
年

四
月
一
日
指
定
）

田

代

小

学

校

雄
勝
郡
羽
後
町



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

「

「

教
育
職
給
料
表
（一）

別
表
第
十
四
中
　
　
教
育
職
給
料
表
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

教
育
職
給
料
表
（二）

」

」

「

別
表
第
十
五
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

」

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

職
員
の

区
　
分

職
務
の
級

号
　
　
給

１
　
級

給
料
月
額

２
　
級

給
料
月
額

３
　
級

給
料
月
額

４
　
級

給
料
月
額

イ
　
教
育
職
給
料
表（
一
）の
適
用
を
受
け
る
職
員

職
員
の

区
　
分

職
務
の
級

号
　
　
給

１
　
級

給
料
月
額

２
　
級

給
料
月
額

３
　
級

給
料
月
額

４
　
級

給
料
月
額

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

12

職員の

区　分
号　給

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

－

5,000

5,200

5,400

5,600

5,900

6,200

6,500

6,800

7,100

7,400

7,700

8,000

8,300

8,600

8,800

9,100

9,400

9,700

9,900

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

11,200

11,400

11,500

11,600

11,700

11,900

12,000

12,100

12,300

12,400

12,500

12,600

12,800

12,900

13,000

8,000

－

6,300

6,600

7,000

7,300

7,600

7,900

8,300

8,900

9,300

9,700

10,500

10,900

11,300

12,100

12,500

12,900

13,300

13,700

14,000

14,400

14,700

15,000

15,400

15,700

16,000

16,300

16,500

16,800

17,000

17,200

17,400

17,600

9,700

11,100

11,500

12,400

12,800

13,200

13,600

14,000

14,400

14,800

15,100

15,500

15,900

16,300

16,700

17,100

17,400

17,700

18,000

18,300

18,500

18,700

18,900

19,100

12,800

15,000

15,400

15,800

16,300

16,700

17,100

17,500

17,900

18,300

18,700

19,000

19,400

19,600

19,900

20,200

16,300

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

再任用
職　員

職 務

の 級
１　　　　級

給　料　月　額

円 円 円 円

２　　　　級

給　料　月　額

３　　　　級

給　料　月　額

４　　　　級

給　料　月　額

ロ　教育職給料表□の適用を受ける職員（二）



平成16年 3月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
八
年
秋
田
県

教
育
委
員
会
規
則
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
教
育
職
給
料
表
」
を
「
教
育
職
給
料
表
（一）
又
は
教
育
職
給
料
表
（二）
」
に
改

め
る
。

附
則
別
表
第
一
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。平
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
月
額
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
「
通
勤
」
を
「
通
勤
」
に
、
「
職
員
」
」
を
「
職
員
」
に
、
「
各
号
の
一
に
」
を

「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
い
ず
れ
か
の
一
が
」
を
「
い
ず
れ
か
が
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
前
の
見
出
し
を
「
（
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準
）
」

に
改
め
、
同
条
中
「
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
」
を
「
普

通
交
通
機
関
等
（
特
別
急
行
列
車
等
以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
通
勤
手

当
の
額
」
に
、
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
、
「
に
よ
る
運
賃
等
の
額
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
算

出
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
割
り
振
ら
れ
た
」
を
「
条
例
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
基

づ
く
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
運
賃
等
相
当
額
」
を
「
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運
賃
等

相
当
額
（
以
下
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
に
よ
る
額
の
総
額
」
を
「
に
掲
げ
る
普

通
交
通
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

一
　
定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機

関
等
　
通
用
期
間
が
支
給
単
位
期
間
（
条
例
第
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
定
期
券
の
価
額

二
　
回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通

交
通
機
関
等
　
当
該
回
数
乗
車
券
等
の
通
勤
二
十
一
回
分
（
交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等

に
あ
つ
て
は
、
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
）
の
運
賃
等
の
額

三
　
教
育
委
員
会
の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等
　
教
育
委
員
会
の
定
め
る
額

第
八
条
第
二
項
中
「
の
交
通
機
関
等
を
」
を
「
に
お
い
て
」
に
、
「
区
間
」
を
「
普
通
交
通
機
関

等
」
に
、
「
に
よ
る
」
を
「
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
の
総
額
」
を
削
る
。

第
八
条
の
四
中
「
月
額
」
を
「
額
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
交
通
機
関
等
」
を
「
普
通
交
通

機
関
等
」
に
改
め
、
「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
の
み
」
を
加
え
、
「
運
賃
等
相
当
額
及
び
条
例
第
十

六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
四
万
五
千
円
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
定
め
る
額
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
以
下

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五

万
五
千
円
」
に
、
「
そ
の
額
と
四
万
五
千
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
（
そ
の
差
額
の
二
分
の
一
が
七

千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
七
千
円
）
を
四
万
五
千
円
に
加
算
し
た
」
を
「
そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係

る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
運
賃
等
相
当
額
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
運

賃
等
相
当
額
（
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
掲
げ
る
額
」
を
「
定
め
る
額
」
に
、
「
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
運
賃
等
相
当
額
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」

に
、
「
掲
げ
る
額
」
を
「
定
め
る
額
」
に
、
「
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
二

号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準
）
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
算
出
は
、
特
別
急
行
列
車
等

を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
が
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当

の
額
は
、
」
に
、
「
も
の
に
よ
る
特
別
料
金
等
の
額
に
よ
る
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
す
る

13

給
料
表

教
育
職

給
料
表
（
一
）

教
育
職

給
料
表
（
二
）

基
礎
号
給

２
級
12号
給

２
級
９
号
給

採
用

時
期

平
成
８
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
10年
３
月
31日
ま
で

平
成
８
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
10年
３
月
31日
ま
で

初
任
給

２
　
級

11号
給

２
　
級

８
号
給
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場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
八

条
」
を
削
り
、
「
特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額
」
を
「
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
の

額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
条
例
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
八
条
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
急
行
列
車
等
」
と
、
同
条
第
一
項

第
一
号
中
「
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「
運
賃
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
号
中
「
に
よ
る
派
遣
」
の
下
に
「
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
給
日
等
）

第
十
六
条
の
二

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
支
給
単
位
期
間
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る

最
初
の
月
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
給
料
の
支
給
日
（
以
下
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）

に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き

な
い
等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に

は
、
当
該
通
勤
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

３

条
例
第
十
六
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
と

し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
と
す
る
。

一
　
職
員
が
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
一

号
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お

い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通

勤
手
当
　
そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

二
　
職
員
が
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
同
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五

万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当
　
そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

三
　
職
員
が
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通

勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月

当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
（
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一

相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当
　
そ
の

者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

第
十
七
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
月
額
」
を
「
額
」
に

改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
、
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。

（
返
納
の
事
由
及
び
額
等
）

第
十
七
条
の
二

条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
通
勤
手
当
（
一
箇
月
の
支
給

単
位
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
離
職
し
、
若
し
く
は
死
亡
し
た
場
合
又
は
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く

に
至
つ
た
場
合

二
　
通
勤
経
路
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
、
又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変

更
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
場
合

三
　
月
の
中
途
に
お
い
て
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
（
以
下
「
専
従
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
外
国
の
地
方
公
共

団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
条
例

第
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
（
以
下
「
外
国
派
遣
」
と
い
う
。
）
を
さ
れ
、

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
育
児
休
業
を
し
、
公
益
法
人
等
派
遣
を
さ
れ
、
大
学
院
修
学
休
業
（
教
育
公
務
員
特
例
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
、
又
は
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ

て
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
二
以
上
の
月
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る
と
き
。

四
　
出
張
、
休
暇
、
欠
勤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数

に
わ
た
つ
て
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

２

普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
（
第
八
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計

額
。
以
下
同
じ
。
）
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等
（
同
号
の
規
定
に
よ
る
改
定
後
に

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
）
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
き
、

使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等
の
払
戻
し
を
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
月

（
以
下
「
事
由
発
生
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
（
以
下
「
払

14
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戻
金
相
当
額
」
と
い
う
。
）

二
　
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
て
い
た
場
合
　
次
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（一）

（二）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
五
万
五
千
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期

間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る

普
通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給

単
位
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

（二）

第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場

合
　
五
万
五
千
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
定
め
る
期

間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普

通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
及
び
教
育
委
員
会
の
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い

ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
当
該
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

零
）

３

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
（
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
す

る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
「
一
箇
月

当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等
」
と
い
う
。
）
が
二
万
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係
る
特
別
急
行
列
車

等
（
同
号
の
規
定
に
よ
る
改
定
後
に
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等
が
二

万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
特
別
急
行
列
車
等
）
、

同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利

用
す
る
す
べ
て
の
特
別
急
行
列
車
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別

料
金
等
の
払
戻
し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額
（
以
下
「
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
」
と
い
う
。
）

二
　
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等
が
二
万
円
を
超
え
て
い
た
場
合
　
次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

（一）

（二）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
二
万
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期
間
に

係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
特

別
急
行
列
車
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月

が
支
給
単
位
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

（二）

第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
　
二
万
円

に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て

得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
特
別
急
行
列
車
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二
分
の

一
相
当
額
及
び
教
育
委
員
会
の
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が

当
該
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

４

条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前
二
項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
事
由
発
生
月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
か
ら
当
該
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き

る
。

（
支
給
単
位
期
間
）

第
十
七
条
の
三

条
例
第
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
特
別
急
行
列
車
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す

る
。

一
　
定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機

関
等
又
は
特
別
急
行
列
車
等
　
当
該
普
通
交
通
機
関
等
又
は
特
別
急
行
列
車
等
に
お
い
て
発
行

さ
れ
て
い
る
定
期
券
の
通
用
期
間
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
六
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
最
も
長
い

も
の
に
相
当
す
る
期
間
。
た
だ
し
、
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
つ
て
、
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
定
期
券
及
び
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
定
期
券
が

一
体
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
当
該
普
通
交
通
機
関
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特

別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
に
相
当
す
る
期
間

二
　
回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通

交
通
機
関
等
若
し
く
は
特
別
急
行
列
車
等
又
は
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め

る
普
通
交
通
機
関
等
　
一
箇
月

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
特
別
急
行
列
車
等
に
つ
い
て
、
同
号
に
定
め
る

期
間
に
係
る
最
後
の
月
の
前
月
以
前
に
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
そ
の

他
の
離
職
を
す
る
こ
と
、
長
期
間
の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
す
る
こ
と
、
勤
務
態
様
の
変
更
に

よ
り
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
事

由
が
生
ず
る
こ
と
が
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
事
由
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
支
給
単
位
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
の
四

支
給
単
位
期
間
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始

さ
れ
る
月
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
月
か
ら
開
始
す
る
。

２

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
専
従
許
可
を
受

け
、
外
国
派
遣
を
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育

児
休
業
を
し
、
公
益
法
人
等
派
遣
を
さ
れ
、
大
学
院
修
学
休
業
を
し
、
又
は
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
二
以
上
の
月
に
わ
た
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
支
給
単
位
期
間
は
、
そ

の
後
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
す
る
。
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３

出
張
、
休
暇
、
欠
勤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数
に

わ
た
つ
て
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
前
項
に
規
定
す
る
と
き
か
ら
復
職
等
を
し
な
い

で
引
き
続
き
当
該
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
つ
て
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
に

は
、
支
給
単
位
期
間
は
、
そ
の
後
再
び
通
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
開
始
す

る
。

第
十
八
条
中
「
月
の
一
日
」
を
「
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
」
に
、
「
そ
の
月

の
」
を
「
当
該
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「

、
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
、
「
月
額
」
を
「
額
」
に
、
「
ま
た
は
」
を
「
又

は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
補
則
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
施
行
」
を
「
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
通
勤
手
当
」
に
、
「

、
必
要
な
事
項
は
」
を
「
必
要
な
事
項
は
、
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
条
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
学
則
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
秋
田
県
立
聾ろ

う

学
校

第
二
十
五
条
第
二
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
秋
田
県
立
聾ろ

う

学
校
」
に
改
め
る
。

秋
田
県
立
秋
田
養
護
学
校
」

別
表
秋
田
県
立
本
荘
養
護
学
校
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
細
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
備
考
第
五
号
」
を
「
備
考
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
免
許
状
返
納
時
の
理
由
書
の
提
出
）

第
十
三
条

法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
は
、

免
許
状
を
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
中
学
校
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長

伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

秋
田
県
立
中
学
校
管
理
規
則

秋
田
県
立
中
学
校
管
理
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
秋
田
県
立
中
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い

う
。
）
の
管
理
運
営
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
休
業
日
）

第
二
条

学
校
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

二
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日

三
　
学
校
創
立
記
念
日

四
　
春
季
休
業
日
　
四
月
一
日
か
ら
四
月
四
日
ま
で
及
び
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま

で

五
　
夏
季
休
業
日
　
七
月
二
十
二
日
か
ら
八
月
二
十
日
ま
で

六
　
冬
季
休
業
日
　
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
十
三
日
ま
で

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
日

２

校
長
は
、
前
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
休
業
日
の
日
数
に
よ
り
難
い
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
休
業
日
変
更
届
出
書
（
様
式
第
一
号
）
を
教
育
長
に
提
出
し
、

そ
の
時
期
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
日
数
を
通
算
し
た
範
囲
内
で
こ
れ
を
増
減
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

校
長
は
、
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
休
業
日
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

16
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休
業
日
届
出
書
（
様
式
第
二
号
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
育
課
程
の
編
成
等
）

第
三
条

学
校
の
教
育
課
程
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
等
に
よ
り
、
校
長
が
編
成
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
併
設
す
る
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
の
一
貫
性

に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
編
成
す
る
教
育
課
程
は
、
次
に
定
め
る
年
間
授
業
週
数
、
週
当
た
り
の

授
業
時
数
及
び
一
単
位
時
間
を
標
準
と
し
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
年
間
授
業
週
数
　
三
十
五
週

二
　
週
当
た
り
の
授
業
時
数
　
二
十
八
単
位
時
間

三
　
一
単
位
時
間
　
五
十
分

４

学
校
の
授
業
の
終
始
時
刻
は
、
校
長
が
定
め
る
。

５

校
長
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
教
育
課
程
を
編
成
し
、
又
は
前
項
の
規
定

に
よ
り
授
業
の
終
始
時
刻
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

教
育
課
程
等
年
間
計
画
書
（
様
式
第
三
号
）
を
作
成
し
、
四
月
末
日
ま
で
に
教
育
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
学
年
別
教
育
課
程
及
び
学
校
が
定
め
る
教
育
活
動
の
週
当
た
り
の
授
業
時
数

二
　
特
別
活
動
の
指
導
組
織
、
指
導
教
員
及
び
活
動
の
大
綱
並
び
に
時
間
配
当

三
　
週
当
た
り
の
授
業
時
数

四
　
授
業
の
終
始
時
刻

６

校
長
は
、
前
年
度
に
お
け
る
教
育
課
程
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
毎
学
年
度
終
了
後
一
月
以
内

に
、
教
育
課
程
実
施
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
掌
組
織
等
）

第
四
条

校
長
は
、
校
務
を
分
掌
す
る
組
織
及
び
所
属
職
員
の
校
務
分
掌
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
組
織
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
を
置
く
も
の
と
す
る
。

一
　
教
育
計
画
（
学
校
行
事
を
含
む
。
）
の
立
案
そ
の
他
の
教
務
に
関
す
る
事
項

二
　
研
究
計
画
の
立
案
そ
の
他
の
教
育
研
究
に
関
す
る
事
項

三
　
学
年
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項

四
　
生
徒
指
導
に
関
す
る
事
項

五
　
生
徒
の
保
健
に
関
す
る
事
項

六
　
生
徒
の
職
業
選
択
の
指
導
そ
の
他
の
進
路
の
指
導
に
関
す
る
事
項

（
職
員
会
議
）

第
五
条

学
校
に
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
二
十
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
会
議
を
置
く
。

２

職
員
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
定
め
る
。

（
学
校
評
議
員
）

第
六
条

校
長
は
、
学
校
運
営
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
学
校
評
議
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
校
評
議
員
は
、
校
長
の
推
薦
に
基
づ
き
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

３

学
校
評
議
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

（
教
務
主
任
等
）

第
七
条

学
校
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
組
織
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
主
任
又
は
主

事
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
主
任
又
は
主
事
は
、
教
諭
（
保
健
主
事
に
あ
っ
て
は
、
教
諭
又
は
養
護
教

諭
）
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
　
教
務
主
任

二
　
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
　
研
究
主
任

三
　
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
　
学
年
主
任

四
　
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
　
生
徒
指
導
主
事

五
　
第
四
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
　
保
健
主
事

六
　
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
組
織
　
進
路
指
導
主
事

２

前
項
の
教
務
主
任
、
研
究
主
任
又
は
学
年
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
組

織
が
分
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。

３

第
一
項
の
生
徒
指
導
主
事
又
は
進
路
指
導
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
組

織
が
分
掌
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
か
つ
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言

に
当
た
る
。

４

第
一
項
の
保
健
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
当
該
組
織
が
分
掌
す
る
事
項
の
管
理
に
当
た

る
。

（
そ
の
他
の
組
織
及
び
主
任
等
）

第
八
条

校
長
は
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
校
務
を

分
掌
す
る
組
織
を
定
め
、
そ
の
組
織
ご
と
に
主
任
等
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
主
任
等
は
職
員
を
も
っ

て
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
教
務
主
任
等
の
任
命
）

第
九
条

校
長
は
、
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
主
任
若
し
く
は
主
事
又
は
前
条
に
定
め
る
主
任
等
を

任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
務
主
任
等
を
任
命
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
教
務
主
任
等
任

命
報
告
書
（
様
式
第
五
号
）
を
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
十
条

秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第

三
章
（
第
四
条
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
十
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
五

章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
規
定
は
、
学
校
に
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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記号及び番号

年　　月　　日

秋田県教育委員会教育長　様

秋田県立　　　中学校長　　　　　　　　

休業日の変更について（届出）

秋田県立中学校管理規則第２条第２項の規定により、次のとおり休業日を変更するので、届け出ます。

１　変更休業日　　　　月　　　日から　　　月　　　日まで（ 日間）

月　　　日から　　　月　　　日まで（ 日間）

月　　　日から　　　月　　　日まで（ 日間）

２　事　　　由

様式第１号 休業日変更届出書（第２条関係）

（Ａ４判）

印

記号及び番号

年　　月　　日

秋田県教育委員会教育長　様

秋田県立　　　中学校長　　　　　　　　

休業日について（届出）

秋田県立中学校管理規則第２条第３項の規定により、次のとおり休業日を設けるので、届け出ます。

１　休 業 期 間　　　月　　　日から　　　月　　　日まで（ 日間）

２　減ずる休業日　　　　　　　休業日　　　月　　　日から　　　月　　　日まで

３　事　　　　由

様式第２号 休業日届出書（第２条関係）

（Ａ４判）

印
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19

記号及び番号

年　　月　　日

秋田県教育委員会教育長　様

秋田県立　　　中学校長　　　　　　　　

教育課程等の年間計画について（届出）

秋田県立中学校管理規則第３条第５項の規定により、別紙のとおり届け出ます。

様式第３号 教育課程等年間計画書（第３条関係）

（Ａ４判）

印
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20

別紙

１　年度教育課程表

学　　　 校 名 秋田県立　　　　　　　　　　　　　　中学校

入　　学　　年　　度 年度

学年等

教　科

標 準

授 業

時 数

１
　
　
　
年

２
　
　
　
年

３
　
　
　
年

計

年度

１
　
　
　
年

２
　
　
　
年

３
　
　
　
年

計

年度

１
　
　
　
年

２
　
　
　
年

３
　
　
　
年

計

国　　　　　　　　語

社　　　　　　　　会

数　　　　　　　　学

理　　　　　　　　科

音　　　　　　　　楽

美　　　　　　　　術

保　　健　　体　　育

技　術　・　家　庭

外　　　国　　　語

教科授業時間数計

道　　　　　　　　徳

特別活動（学級活動）

総合的な学習の時間

合　　　　　　　　計
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21

学　　　　　校　　　　　名

２　特別活動

1 特別活動の指導組織・指導教員　　　　　2 特別活動の大綱

3 学校行事時間配当（半日以上）

３　週当たり授業時数　　　　　　　　　　　　　　　４　授業の終始時刻

第　　１　　学　　期

学
年

曜
日

終　始　時　刻 （分） 学　　習　　等

月

火

水

木

金

計

第
　
一
　
学
　
年

第
　
二
　
学
　
年

第
　
三
　
学
　
年

月　日

計

行　　　　　事

時間

第　　２　　学　　期

月　日

計

行　　　　　事

時間

第　　３　　学　　期

月　日

計

行　　　　　事

時間

秋田県立　　　　　　　　　　　　　　　中学校
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22

記号及び番号

年　　月　　日

秋田県教育委員会教育長　様

秋田県立　　　中学校長　　　　　　　　

教育課程の実施状況について（報告）

秋田県立中学校管理規則第３条第６項の規定により、別紙のとおり報告します。

様式第４号 教育課程実施報告書（第３条関係）

（Ａ４判）

印
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別紙

年度教育課程実施報告書

学　　　 校 名

教
　
　
　
　
　
　
　
　
科

国　　　　　　　　　　　語

社　　　　　　　　　　　会

数　　　　　　　　　　　学

理　　　　　　　　　　　科

音　　　　　　　　　　　楽

美　　　　　　　　　　　術

保　　　健　　　体　　　育

技　　術　　・　　家　　庭

外　　　　　国　　　　　語

道　　　　　　　　　　　徳

特　別　活　動（学級活動）

総 合 的 な 学 習 の 時 間

第　　１　　学　　年

標
　
　
準
　
　
時
　
　
数

最
　
　
高
　
　
時
　
　
数

最
　
　
低
　
　
時
　
　
数

第　　２　　学　　年

標
　
　
準
　
　
時
　
　
数

最
　
　
高
　
　
時
　
　
数

最
　
　
低
　
　
時
　
　
数

第　　３　　学　　年

標
　
　
準
　
　
時
　
　
数

最
　
　
高
　
　
時
　
　
数

最
　
　
低
　
　
時
　
　
数

秋田県立　　　　　　　　　　　　　　中学校
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記号及び番号

年　　月　　日

秋田県教育委員会教育長　様

秋田県立　　　　中学校長　　　　　　　　　　□

教務主任等の任命について（報告）

秋田県立中学校管理規則第９条第２項の規定により、次のとおり教務主任等を任命したので、報告します。

様式第５号 教務主任等任命報告書（第９条関係）

（Ａ４判）

主　　　任　　　等　　　名

教　　　　　務　　　　　主　　　　　任

研　　　　　究　　　　　主　　　　　任

生　　徒　　指　　導　　主　　事

保　　　　　健　　　　　主　　　　　事

進　　路　　指　　導　　主　　事

そ
　
　
の
　
　
他
　
　
の
　
　
主
　
　
任
　
　
等

１　　　　　 学 年

２　　　　　 学 年

３　　　　　 学 年

学
　
年
　
主
　
任

氏　　　　　　　　　　　　　　名

印
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秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

政
策
監
が
担
当
す
る
事
務
に
つ
い
て
の
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
中
「
課
長
又
は
室
長
」
と
あ
る
の
は
「
政
策
監
」
と
、
第
二
項
中
「
課
長
」
と
あ
る
の
は

「
政
策
監
」
と
、
「
教
育
次
長
」
と
あ
る
の
は
「
課
長
（
当
該
課
長
が
不
在
の
と
き
は
、
教
育
次

長
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「

第
六
条
第
一
項
の
表
本
庁
の
項
第
二
号
中
　
　
当
該
事
務
を
所
掌
す
る
班
の
班
長
　
　
　
　
　
　

「

政
策
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
該
事
務
を
所
掌
す
る
班
の
　

を
」

当
該
事
務
を
所
掌
す
る
班
の
班
長

班
長

に
改
め
、
同
表
教
育
機
関
の
項
第
一
号
中
「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
」
及
び

」

「

、
部
長
又
は
室
長
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
総
合
教

育
セ
ン
タ
ー
所
長
、
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
削
る
。

別
表
第
一
第
二
号
の
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
退
職
手
当
の
裁
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
育
次
長

別
表
第
一
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
幼
保
推
進
課

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
五
号
中
「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標

準
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
」
を
、
「
市
町
村
立
小
中
学

校
」
の
下
に
「
及
び
県
立
中
学
校
」
を
加
え
、
同
表
第
九
号
中
「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書

の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
」
を
加
え
、
同

表
第
十
号
中
「
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

十
二
号
）
」
を
加
え
、
同
表
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

教

育

委

員

会

訓

令

事
　
　
　
　
　
　
項
　
　
　
　
　
　
名

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

立
幼
稚
園
の
名
称
、
位
置
及
び
学
則
の
変
更
の
届
出
の
受
理

専
決
権
者

課
　
　
長

十
一
　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

（一）

免
許
状
の
授
与
に
係
る
証
明
書
の
交
付

（二）

免
許
状
の
失
効
等
の
所
轄
庁
等
へ
の
通
知

（三）

免
許
状
の
書
換
え
又
は
再
発
行

（四）

教
育
職
員
免
許
法
認
定
講
習
の
開
設
申
請
の
内
容
変
更
及
び
実
施
状
況

の
報
告

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長
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別
表
第
一
第
五
号
の
表
第
一
号
中
「
県
立
高
等
学
校
」
を
「
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
」

に
改
め
、
「

、
寄
宿
舎
指
導
員
」
を
削
り
、
同
表
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
県
立
高
等
学
校
」
を

「
県
立
中
学
校
及
び
県
立
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
公
立
高
等
学
校
の
設
置
、
適
正

配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員

定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号

中
「
秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
」
を
「
秋
田
県
立
中
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
及
び
秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
五
号
の
表
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を

第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二
　
特
別
支
援
教
育
課

八
　
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
配
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

関
す
る
事
務
で
県
立
中
学
校
に
係
る
も
の

（一）

教
科
用
図
書
受
領
冊
数
の
確
認
等

（二）

教
科
用
図
書
給
与
生
徒
数
の
報
告
の
受
理
等

課
　
　
長

課
　
　
長

九
　
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
県
立
中

学
校
に
係
る
も
の

（一）

教
科
書
展
示
会
の
開
催
状
況
の
報
告

（二）

教
科
用
図
書
目
録
の
配
布

（三）

教
科
書
の
需
要
数
の
報
告
の
受
理
等

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

事
　
　
　
　
　
　
項
　
　
　
　
　
　
名

一
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
職
員
の
う
ち
、
講
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導

員
及
び
技
師
並
び
に
非
常
勤
職
員
（
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
を
除
く
。）
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
免

二
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
職
員
の
育
児
休
業
、
部
分
休
業
及
び
大
学
院
修
学

休
業
の
承
認
等

三
　
県
立
特
殊
教
育
学
校
の
職
員
の
人
事
記
録
の
記
載
及
び
訂
正

四
　
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
就
学
奨
励
と
し
て
支
弁
す

べ
き
就
学
必
要
経
費
の
額
の
決
定

五
　
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る

専
決
権
者

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

法
律
及
び
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
る
県
立
特
殊
教
育
学
校
に
係
る
学
級
編
制
の
基
準
及
び

教
職
員
定
数
の
報
告

六
　
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

（一）

臨
時
休
業
の
承
認

（二）

校
長
の
五
日
以
上
に
わ
た
る
特
別
休
暇
及
び
病
気
休
暇
の
承
認
（
出
産

休
暇
、
保
育
休
暇
及
び
生
理
休
暇
の
請
求
の
確
認
を
含
む
。
）

（三）

校
長
の
五
日
以
上
に
わ
た
る
年
次
休
暇
の
請
求
に
係
る
時
季
の
変
更

（四）

職
員
（
校
長
を
除
く
。
）
の
結
核
性
疾
患
に
よ
る
病
気
休
暇
及
び
介
護

休
暇
の
承
認

（五）

校
長
の
五
日
以
上
に
わ
た
る
職
務
免
除
の
承
認

（六）

結
核
性
疾
患
に
よ
る
病
気
休
暇
中
及
び
結
核
性
疾
患
又
は
心
身
の
故
障

の
た
め
休
職
中
の
職
員
等
に
係
る
職
場
復
帰
の
承
認

（七）

三
十
日
以
上
の
病
気
休
暇
（
結
核
性
疾
患
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
の

承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
に
係
る
職
場
復
帰
の
承
認

（八）

校
長
の
五
日
以
上
に
わ
た
る
県
外
旅
行
の
承
認

（九）

校
長
の
赴
任
延
期
の
承
認

（十）

校
長
の
私
事
外
国
旅
行
の
承
認

職
員
の
営
利
企
業
等
の
従
事
の
許
可
及
び
教
育
に
関
す
る
兼
職
等
の
承

認１
　
校
長

２
　
校
長
以
外
の
職
員

職
員
の
団
体
等
役
職
員
就
任
の
承
認

１
　
校
長

２
　
校
長
以
外
の
職
員

施
設
等
の
長
期
又
は
異
例
の
利
用
の
指
示

校
長
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
の
対
象
と
な
る
勤
務
の
確
認

届
出
書
、
報
告
書
等
の
受
理

七
　
学
校
教
育
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

（一）

市
町
村
教
育
委
員
会
か
ら
の
盲
者
等
の
通
知
及
び
学
齢
簿
謄
本
の
受
理

（二）

盲
者
等
の
保
護
者
に
対
す
る
入
学
期
日
及
び
就
学
す
べ
き
学
校
の
通
知

（三）

県
立
特
殊
教
育
学
校
の
長
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
す
る
盲
者
等

の
氏
名
及
び
入
学
期
日
の
通
知

（四）

市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
す
る
盲
者
等
の
就
学
す
べ
き
学
校
の
指
定
の

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

課
　
　
長

教
育
次
長

課
　
　
長

教
育
次
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

（ ）十一（ ）十二（ ）十三（ ）十四（ ）十五
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別
表
第
一
第
九
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
一
号
中
「

、
部
又
は
室
」
を
削
り
、
同
号
の
表
備
考
以
外
の
部
分
中
「
課
長
等
」

を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
を
削
り
、
別
表
第
三
第
二
号
中
「

、
部
又
は
室
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
庁
等
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
平
成
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
削
り
、
同
表
第
十
六
号
中
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
四
号
と
し
、
同
表
第
十
七
号

」

か
ら
同
表
第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
二
十
二
号
を
同
表
第
二
十
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

通
知

（五）

盲
者
等
の
区
域
外
就
学
の
承
諾
及
び
区
域
外
就
学
届
の
受
理

（六）

盲
者
等
で
な
く
な
つ
た
旨
の
通
知
の
受
理
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
へ

の
通
知

八
　
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

関
す
る
事
務
で
県
立
特
殊
教
育
学
校
及
び
市
町
村
立
小
中
学
校
の
特
殊
学
級

に
係
る
も
の

（一）

教
科
用
図
書
受
領
冊
数
の
確
認
等

（二）

教
科
用
図
書
給
与
児
童
生
徒
数
の
報
告
の
受
理
等

九
　
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
県
立
特

殊
教
育
学
校
及
び
市
町
村
立
小
中
学
校
の
特
殊
学
級
に
係
る
も
の

（一）

教
科
書
展
示
会
の
開
催
状
況
の
報
告

（二）

教
科
用
図
書
目
録
の
配
布

（三）

教
科
書
の
需
要
数
の
報
告
の
受
理
等

十
　
研
究
指
定
校
等
の
決
定

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

課
　
　
長

事
　
　
　
　
　
　
項
　
　
　
　
　
　
名

教
職
員
の
福
利
厚
生
計
画
の
決
定
及
び
実
施

専
決
権
者

課
　
　
長

2
1

学
校
教
育
法

4
5
の
２

１
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
指
定

3
0

高
校
教
育
課
高
校
教
育
課

別
表
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
第
二
十
七
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

2
6

学
校
教
育
法
施
行
令

1
7

区
域
外
就
学
の
承
諾

７
特
別
支
援
教
育
課
特
別
支
援
教
育
課

〃
〃
　
　

義
務
教
育
課
　
義
務
教
育
課

別
表
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
関
係
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
幼
児
・
養
護
教
育
課
長
」
を
「
特
別
支
援
教
育
課
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、
「
の
う
え
」
を
「
の
上
、
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
（２）
中
「

」
を
削
り
、
同
表
第
四
号
中
「

」
の

次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
及
び
」
を
「
又
は
秋
田
県
立
中
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
教
育
委

員
会
規
則
第
九
号
）
、
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
五
号
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「
及
び
義
務
教
育
課
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

庁
　
中
　
一
　
般

7
5

7
6

秋
田
県
立
武
道
館
条
例

〃

２５

武
道
館
の
使
用
の
許
可

武
道
館
の
使
用
料
の
減
免

１1
0

指
定
管
理
者

保
健
体
育
課

指
定
管
理
者

保
健
体
育
課

第
21条
第
１
項

第
17条
第
１
項

第
14条
第
２
項

の
規
定

法
第
14条
第
２
項
の
規
定

第
９
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
教
育
公
務
員
特
例

第
３
条

国
立
及
び
公
立
の
学
校
の
事
務
職
員
の
休
職
の
特
例
に
関
す
る
法

律
公
立
の
学
校
の
事
務
職
員
の
休
職
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定

、
幼
児
・
養
護
教
育
課

及
び
高
校
教
育
課

、
高
校

教
育
課
及
び
特
別
支
援
教
育
課 （
（
３
）を
除
く
。
）
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各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
公
印
取
扱
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
中
「
高
校
教
育
課
長
」
を
「
義
務
教
育
課
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
分
限
・
懲
戒
処
分
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
分
限
・
懲
戒
処
分
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
分
限
・
懲
戒
処
分
審
査
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令

甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「

、
幼
児
・
養
護
教
育
課
長
」
を
削
り
、
「
及
び
高
校
教
育
課
長
」
を
「

、
高
校
教

育
課
長
及
び
特
別
支
援
教
育
課
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
給
与
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
給
与
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
給
与
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「

、
幼
児
・
養
護
教
育
課
長
」
を
削
り
、
「
及
び
高
校
教
育
課
長
」
を
「

、
高
校
教

育
課
長
及
び
特
別
支
援
教
育
課
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
義
務
教
育
課
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
研
修
計
画
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
研
修
計
画
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
研
修
計
画
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
幼
児
・
養
護
教
育
課
長
」
を
「
幼
保
推
進
課
長
」
に
改
め
、
「
高
校
教
育
課
長
」
の

下
に
「

、
特
別
支
援
教
育
課
長
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
生
徒
指
導
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
生
徒
指
導
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
生
徒
指
導
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
幼
児
・
養
護
教
育
課
長
、
」
を
削
り
、
「
生
涯
学
習
振
興
課
長
」
を
「
特
別
支
援
教

育
課
長
、
生
涯
学
習
課
長
」
に
改
め
る
。
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附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
員
採
用
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
小
野
寺
　
　
　
清

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
員
採
用
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
員
採
用
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
幼
児
・
養
護
教
育
課
長
、
」
を
削
り
、
「
及
び
高
校
教
育
課
長
」
を
「

、
高
校
教

育
課
長
及
び
特
別
支
援
教
育
課
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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